
  令和７（2025）年度 第２回郡山市地域包括支援センター運営協議会 

 

 

日時：令和８年１月 26日（月）午後２時～ 

   会場：郡山市役所本庁舎 ２階 正庁    

 

次   第 

 

 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議 事 

(1) 令和８年度郡山市地域包括支援センターの職員体制・委託先(案)について 

                               ・・・資料 1 

                                （非公開） 

(2) 郡山市地域包括支援センター運営方針(案)について   ・・・資料２-①② 

 

(3) 基幹型地域包括支援センター運営方針(案)について   ・・・資料３-①② 

 

４ 報告事項 

 (1) 「訪問型サービス・活動Ｂ」の創出について        ・・・資料４ 

  

(2) その他 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 





令和８年１月 日承認 

令和８年４月１日施行 

郡山市地域包括支援センター運営方針（案） 

 

１ 運営方針策定の趣旨 
本運営方針は、介護保険法第 115 条の 47 第１項の規定に基づき、地域包括支援センタ

ー運営上の基本的視点や事業実施方針等を明確にするとともに、地域包括支援センター

業務の円滑で効果的な実施に資するために策定するものです。 

 

２ 地域包括支援センターの目的 
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を続けられるよう、

心身の健康保持・改善及び生活の安定のために必要な相談・援助等を行うことにより、

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援します。また、本市が目指す

地域包括ケアシステム推進の中核的機関として、地域における関係機関とのネットワー

クを強化し、高齢者の様々なニーズに柔軟な対応ができるよう、介護保険制度をはじめ

とした高齢者保健福祉の「ワンストップサービス」の拠点としての役割を担います。 

 

３ 基幹型地域包括支援センターの設置 

郡山市は、地域包括支援センターの目的達成に向け、市直営の基幹型地域包括支援セ

ンターを地域包括ケア推進課内に設置し、各地域包括支援センター間の総合調整や助言

指導・後方支援等を行います。 

４ 設置主体 

郡山市は、地域包括支援センター設置の責任主体として、地域包括支援センターが適

正に事業を実施することができるよう、体制整備に努めるとともに、その事業運営等に

ついて適切に関与するものとします。また、地域包括支援センターの目的について市民

に周知を図るとともに、愛称「高齢者あんしんセンター」の普及に努めます。 

５ 運営上の基本的視点 

  地域包括支援センターは、「郡山市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準

を定める条例」に従うとともに、以下の基本的視点に立脚した運営を行います。 

 

（１）公正・中立性の確保の視点 

  公益性の視点を遵守し、以下により公正・中立な事業運営を行います。 

  ア 介護サービス事業所、居宅介護支援事業所等を紹介した経緯の記録 

  イ 郡山市地域包括支援センター運営協議会への報告、説明等への協力 

（２）地域性の視点 

地域における各種サービスの提供体制を支える中核的な存在として、担当地域の特性

や実情を踏まえた柔軟な事業運営を行います。 

 

 

資料２－① 



（３）協働性の視点 

各職員がそれぞれの専門性を活かしながら、相互に情報を共有し連携、協働の体制に

より業務を遂行するチームアプローチを実行します。 

 

６ 基本的な事業実施方針 

地域包括ケアシステム推進のため、以下の基本的な事業方針に基づき運営します。 

（１）地域包括支援センターは、高齢者が尊厳のある自分らしい生活を継続することがで

きるよう支援します。 

（２）地域包括支援センターは、地域における様々な関係機関等と連携し、地域全体で高

齢者を支える体制づくりを目指します。 

（３）郡山市は、地域包括ケアシステム推進の中核的機関としての地域包括支援センター

機能の強化のため、相談支援体制の充実等に努めます。 

７ 具体的な取り組み 

  要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ

とができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域

包括ケアシステムの深化・推進に向け、「第九次郡山市高齢者福祉計画・郡山市介護保険

事業計画」に基づき以下をはじめとする各種施策に取り組みます。 

  

（１）自立支援、介護予防・重度化防止の推進及びケアマネジメントの適切な実施 

  介護予防に関する知識の普及や健康体操などの介護予防教室を地域ごとに開催し、地

域住民のつながりを重視した通いの場の拡大に努めるとともに、自立支援、介護予防、

重度化防止や日常生活支援に向けたケアマネジメント（介護予防ケアマネジメント及び

介護予防支援）の適切な実施を図ります。 

  ア 担当区域での介護予防教室の開催及び住民主体の通いの場創設に向けた支援 

  イ ケアマネジメントにおける指定介護サービス事業所に加え、住民主体の通いの場 

等の活用 

ウ 要支援・要介護状態になる恐れのある高齢者に対し、リハビリテーション専門職 

と連携した訪問指導を実施することによる高齢者の能力評価、改善の可能性の助 

言 

エ 地域ケア会議や自立支援型地域ケア会議等における自立支援、重度化予防の観点

からの多職種による助言を参考としたケアマネジメントの質の向上 

オ 指定介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所との連携強化、ケアマネジメント

委託時の情報共有 

カ 介護予防サービス計画書等の内容確認または助言、研修会・事例検討会の開催等、

指定介護予防支援事業所の適切な介護予防支援の実施に向けた一定の関与 

 

（２）高齢者実態把握の実施 

  民生委員をはじめとした地域住民や支援者との連携を強化するとともに、日常的な訪

問活動等を通して、担当地域における高齢者の実態把握に努めます。 

  

 



（３）生活支援体制整備の推進 

高齢者が社会参加し社会的役割を持つことは、生きがいや介護予防につながることか

ら、生活支援コーディネーター (ＳＣ）との連携及び協議体に関する取り組みへの協力を

通して、老人クラブ、自治会、ボランティア、ＮＰＯ等が地域において主体的に高齢者の

生活支援の担い手として活躍する互助による地域づくりを推進します。 

 

（４）地域ケア会議の充実による地域での多職種協働による支援体制の強化 

医療・介護等の専門職や民生委員、ＳＣなど必要に応じた地域の関係者等が参加する

地域ケア会議を開催し、個別課題解決、地域ネットワークの深化・推進、地域課題発見、

地域づくり・資源開発の機能を連動させながら、政策形成に結びつけるよう地域包括ケ

アシステムを推進します。 

  ア 地域ケア個別会議の開催による高齢者が抱える課題の解決に向けた支援、ケアマ

ネジャー支援の推進、地域連携ネットワークの構築及び地域課題の把握・分析 

イ 地域ケア圏域会議の開催による地域連携ネットワークの深化・推進、地域課題の

抽出・整理、新たな地域資源の開発 

ウ 郡山市が開催する地域ケア推進会議への協力等 

 

（５）多機関連携による相談体制の強化 

高齢者と高齢者を取り巻く課題（ダブルケア、ヤングケアラー、8050 問題、身寄りのな

い問題など）に関して、地域包括支援センターだけでは対応が困難な高齢者やその世帯

が抱える複合的かつ多様な生活課題について、多機関連携して対応します。 

 

（６）在宅医療・介護連携の推進 

医療関係者、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所等との情報交換や研修等に参

加することにより連携体制の強化を図り、高齢者が在宅で安心して生活できる地域づく

りを目指します。 

  ア 医療・介護の関係者や在宅医療・介護連携支援センター等との連携による高齢者

支援に係る課題の把握及び効果的な連携方法の検討 

  イ 「県中医療圏退院調整ルール」の運用の推進 

  ウ エンディングノート等を活用したＡＣＰ（人生会議）の周知啓発 

 

（７）認知症施策の推進 

  認知症の方ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会

を実現するため、認知症の方やその家族の意向等も尊重し、認知症施策を推進します。

また、認知症の方を含めた市民一人ひとりが、その個性と能力を十分に発揮し、相互に

人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（共生社会）及び安心し

て歳を重ねられる「幸齢社会」の実現を図るため、「共生社会の実現を推進するための認

知症基本法」の趣旨を踏まえて、認知症と向き合い、認知症地域支援推進員を中心に、

各種認知症施策を推進します。 

  ア 認知症サポーター養成講座の実施等による認知症に対する正しい理解と適切な対

応等の周知啓発 

 



イ 認知症高齢者ＳＯＳ見守りネットワーク事業やヘルプカード等の普及による認知

症バリアフリー化 

ウ オレンジカフェ等の周知・活用による社会参加の機会確保 

エ 成年後見制度の利用促進、ＡＣＰの推進等による意思決定支援及び権利利益保護 

オ 認知症初期集中支援チーム・認知症疾患医療センター等関係機関との連携による

認知症の人及び家族等の相談支援体制強化 

カ 医療機関・居宅介護支援事業所・サービス事業所・地域の関係機関等の連携支援

による医療・介護・福祉サービス提供体制の推進 

 

（８）高齢者の権利擁護の推進 

認知症や要介護状態等、支援を要する高齢者は人権や権利を侵害されやすい立場であ

ることを十分に理解し、地域において安心して尊厳のある生活の維持を図ることができ

るよう、高齢者本人の自己決定の尊重・権利行使に関する専門的・継続的な視点から支

援を行い権利擁護の推進を図ります。また、高齢者虐待や消費者被害等の権利侵害に関

する未然の防止・早期発見・早期解決に向け、関係機関や支援者との権利擁護ネットワ

ークの構築を行うとともに、法制度の活用等による迅速かつ適切な対応を目指します。 

  ア 養護者による高齢者虐待に関する通報・相談・届出の受理等、高齢者虐待防止

法及び「郡山市養護者による高齢者虐待対応マニュアル」に基づく対応 

  イ 高齢者虐待の未然防止・早期発見に向けた研修会の実施等による普及・啓発 

ウ 成年後見制度利用促進に向けた制度の普及・啓発、一次相談窓口としての相談

支援対応、成年後見等申立てに関する支援及び二次相談窓口である郡山市成年

後見支援センター(中核機関)との連携 

エ 警察署や郡山市消費生活センターとの連携等、消費者被害への防止と対応に向

けた取り組み 

 

（９）基幹型地域包括支援センターによる各地域包括支援センターへの支援強化 

  地域包括支援センターの円滑で効果的な事業実施に向け、各地域包括支援センターの

統括、総合調整、後方支援や地域包括支援センター及び関係機関との連携強化に重点的

に取り組みます。また、地域包括支援センターの業務が郡山市の高齢者施策全般及び他

の関連施策と結びつくよう必要な調整及び支援を行います。 

  ア 郡山市地域包括支援センター連絡協議会の運営 

  イ 定期的な役員会、事務連絡会議、各種専門部会・委員会等の開催 

  ウ 各地域包括支援センター間の総合調整及び地域ケア会議等への後方支援の実施 

 

（10）東日本大震災における避難者等への支援、その他災害における被災高齢者等への

支援 

  市内で避難生活を送る高齢者等に対する支援を、引き続き避難元自治体･関係機関等と

連携して行います。また、各種災害等における被災高齢者等に対する支援を関係機関等

と連携して行います。 

 

 

 



（11）災害時等における相談支援体制の確保 

  自然災害や感染症等の発生により地域包括支援センターの運営が困難となった場合等

においても相談支援体制を確保するため、地域包括支援センター間で協力します。 

   ア 指定介護予防支援事業や総合相談業務等に関する業務継続計画(ＢＣＰ)の作成 

   イ 災害発生時における安定的な相談支援体制の構築のため、郡山市業務継続計画と

の整合性を持たせたＢＣＰの継続的な見直し・改善 

 

８ その他 

（１）個人情報の保護 

 業務遂行にあたり知り得た高齢者等の個人情報については、個人情報の保護に関する

法律に基づき適切に管理するとともに、守秘義務を遵守します。 

 

（２）プライバシー確保への配慮 

 地域包括支援センターの事務所において、相談者以外の市民や事業者が容易に相談内

容を聞き取ることができないよう相談スペースを仕切る等の配慮を行います。また、訪

問先においても、可能な限りプライバシーを保てる場所を確保し、周囲に相談内容が漏

れることがないように配慮します。 

 

（３）カスタマーハラスメントを含めた苦情等への対応 

 市民等からの暴行、脅迫、ひどい暴言及び不当な要求等の著しい迷惑行為への防止

対策の推進や苦情等へ適切な対応体制の構築に努めます。 

  ア 基本方針の策定、業務範囲の適切な理解の促進 

  イ 職員等への研修の実施 

  ウ 録音等による記録の管理 

  エ 地域包括ケア推進課への報告 

 

（４）ＩＣＴ活用を含めた業務効率化の推進 

オンライン相談や音声入力による記録作成等のＩＣＴ活用に向け、福島県や郡山市

が実施する業務負担軽減を目的とした各種支援事業を利用・検討するとともに、地域

包括支援センター間での情報共有・適切な連携ネットワークの確保を含めた地域包括

支援センター業務の効率化の推進を目指します。 



 郡山市地域包括支援センター運営方針改正案（抜粋） 

改正後（令和８年度） 改正前（令和７年度） 

１ （略） １ （略） 

２ 地域包括支援センターの目的 ２ 地域包括支援センターの目的 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を続けられるよう、心身の健康保持・改善及び生活の

安定のために必要な相談・援助等を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援します。ま

た、本市が目指す地域包括ケアシステム推進の中核的機関として、地域における関係機関とのネットワークを強化し、高齢

者の様々なニーズに柔軟な対応ができるよう、介護保険制度をはじめとした高齢者保健福祉の「ワンストップサービス」の

拠点としての役割を担います。 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を続けられるよう、心身の健康保持   及び生活の

安定のために必要な相談・援助等を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援します。ま

た、本市が目指す地域包括ケアシステム推進の中核的機関として、地域における関係機関とのネットワークを強化し、高齢

者の様々なニーズに柔軟な対応ができるよう、介護保険制度をはじめとした高齢者保健福祉の「ワンストップサービス」の

拠点としての役割を担います。 

３ (略) ３ (略) 

４ 設置主体 ４ 設置主体 

郡山市は、地域包括支援センター設置の責任主体として、地域包括支援センターが適正に事業を実施することができるよ

う、体制整備に努めるとともに、その事業運営等について適切に関与するものとします。また、地域包括支援センターの目

的について市民に周知を図るとともに、愛称「高齢者あんしんセンター」の普及に努めます。 

郡山市は、          設置の責任主体として、地域包括支援センターが適正に事業を実施することができるよ

う、体制整備に努めるとともに、その事業運営等について適切に関与するものとします。また、地域包括支援センターの目

的について市民に周知を図るとともに、愛称「高齢者あんしんセンター」の普及に努めます。 

５ 運営上の基本視点 ５ 運営上の基本視点 

 （１）公正・中立性の確保の視点 

  公益性の視点を遵守し、以下により公正・中立    な事業運営を行います。 

  ア 介護サービス事業所、居宅介護支援事業所等を紹介した経緯の記録 

  イ 郡山市地域包括支援センター運営協議会への報告、説明等への協力 

 （１）公正・中立性の確保の視点 

  公益性の視点を遵守し、以下により公正・中立性の高い 事業運営を行います。 

  ア 介護サービス事業所、居宅介護支援事業所等を紹介した経緯の記録 

  イ 郡山市地域包括支援センター運営協議会への報告、説明等への協力 

 （２）～（３） （略）  （２）～（３） （略） 

６ 基本的な事業実施方針 ６ 基本的な事業実施方針 

（１）～（２） （略） （１）～（２） （略） 

（３）郡山市は、地域包括ケアシステム推進の中核的機関としての地域包括支援センター機能の強化のため、相談支援体制

の充実等に努めます。 

（３）郡山市は、地域包括ケアシステム推進の中核的機関としての      センター機能の強化のため、相談支援体制

の充実等に努めます。 

７ 具体的な取り組み ７ 具体的な取り組み 

  要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・介護

予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、「第九次郡山市高齢者福祉計画

・郡山市介護保険事業計画」に基づき以下をはじめとする各種施策に取り組みます。 

要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・介護

予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、「第九次郡山市高齢者福祉計画

・郡山市介護保険事業計画」に基づき以下をはじめとする各種施策に取り組みます。 

 （１）自立支援、介護予防・重度化防止の推進及びケアマネジメントの適切な実施 

   （略） 

ア～オ （略） 

カ                                                      

                                           

介護予防サービス計画書等の内容確認または助言、研修会・事例検討会の開催等、指定介護予防支援事業所の適切な

介護予防支援の実施に向けた一定の関与 

    (削除)  

 （１）自立支援、介護予防・重度化防止の推進及びケアマネジメントの適切な実施 

   （略） 

  ア～オ （略） 

  カ 指定介護予防支援事業所として指定を受けた居宅介護支援事業所が作成した介護予防サービス計画について、検証や

助言を行うことによる介護予防支援の質の担保 

                                                     

                   

キ 指定介護予防支援事業所として指定を受けた居宅介護支援事業所に対して研修会や事例検討会等を実施することによ

る介護予防支援の質の担保と向上 

（２）高齢者実態把握の実施 

   民生委員 をはじめとした地域住民や支援者との連携を強化するとともに、日常的な訪問活動等を通して、担当地域に

おける高齢者の実態把握に努めます。 

    (削除)  

（２）高齢者実態把握の実施 

   民生委員等               との連携を強化するとともに、日常的な訪問活動等を通して、担当地域に

おける高齢者の実態把握に努めます。 

  ア 高齢者の状態に応じた適切な支援のための、継続的な訪問活動等による実態把握の強化 

資料２-② 



改正後（令和８年度） 改正前（令和７年度） 

  （３）生活支援体制整備の推進 

高齢者が社会参加し社会的役割を持つことは、生きがいや介護予防につながることから、生活支援コーディネーター 

(ＳＣ）との連携及び協議体に関する取り組みへの協力を通して、老人クラブ、自治会、ボランティア、ＮＰＯ等が地域

において主体的に高齢者の生活支援の担い手として活躍する互助による地域づくりを推進します。 

     (削除)  

 （３）生活支援体制整備の推進 

高齢者が社会参加し社会的役割を持つことは、生きがいや介護予防につながることから、              

                               老人クラブ、自治会、ボランティア、ＮＰＯ等が地域に

おいて主体的に高齢者の生活支援の担い手として活躍する互助による地域づくりを推進します。 

   ア 生活支援コーディネーター (ＳＣ）との連携及び協議体に関する取り組みへの協力 

  （４）地域ケア会議の充実による地域での多職種協働による支援体制の強化 

（略） 

  ア 地域ケア個別会議の開催による高齢者が抱える課題の解決に向けた支援、ケアマネジャー支援の推進、地域連携ネッ

トワークの構築及び地域課題の把握・分析 

イ 地域ケア圏域会議の開催による地域連携ネットワークの深化・推進、地域課題の抽出・整理、新たな地域資源の開発 

                                 

ウ 郡山市が開催する地域ケア推進会議への協力等 

（４）地域ケア会議の充実による地域での多職種協働による支援体制の強化 

  （略） 

  ア 地域ケア個別会議の開催による                  ケアマネジャー支援の推進         

       及び地域課題の把握    

イ 地域ケア圏域会議の開催による地域  ネットワークの深化・推進、地域課題の抽出・整理、   地域資源の開

発、課題解決ノウハウの確立及び地域ケア推進会議への課題等の提出 

                        

（５）多機関連携による相談体制の強化 

高齢者と高齢者を取り巻く課題（ダブルケア、ヤングケアラー、8050問題、身寄りのない問題など）に関して、 

                       地域包括支援センターだけでは対応が困難な高齢者やその世帯が

抱える複合的かつ多様な生活課題について、多機関連携して対応します。 

（５）多機関連携による相談体制の強化 

                                                    

「ダブルケア」や「ヤングケアラー」、「8050 問題」など地域包括支援センターだけでは対応が困難な高齢者やその世帯が

抱える複合的かつ多様な生活課題について、多機関連携して対応します。 

（６） (略)  （６） (略) 

（７）認知症施策の推進 

    認知症の方ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現するため、認知症の方や

その家族の意向等も尊重し、認知症施策を推進します。また、認知症の方を含めた市民一人ひとり  が、その個性と

能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（共生社会）及び安心して

歳を重ねられる「幸齢社会」の実現を図るため、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の趣旨を踏まえ

て、認知症と向き合い、認知症地域支援推進員を中心に、各種認知症施策を推進します。 

ア （略） 

イ    認知症高齢者ＳＯＳ見守りネットワーク事業やヘルプカード等の普及による認知症バリアフリー化 

ウ～カ （略） 

（７）認知症施策の推進 

    認知症の方ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現するため、認知症の方や

その家族の意向等も尊重し、認知症施策を推進します。また、認知症の方を含めた市民一人   一人が、その個性と

能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（共生社会）及び安心して

歳を重ねられる「幸齢社会」の実現を図るため、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の趣旨を踏まえ

て、認知症と向き合い、認知症地域支援推進員を中心に、各種認知症施策を推進します。 

ア （略） 

イ ＳＯＳ認知症高齢者   見守りネットワーク事業やヘルプカード等の普及による認知症バリアフリー化 

ウ～カ （略） 

（８）高齢者の権利擁護の推進 

                                                        

                                                                                                           

         

認知症や要介護状態等、支援を要する高齢者は人権や権利を侵害されやすい立場であることを十分に理解し、地域に

おいて安心して尊厳のある生活の維持を図ることができるよう、高齢者本人の自己決定の尊重・権利行使に関する専門

的・継続的な視点から支援を行い権利擁護の推進を図ります。また、高齢者虐待や消費者被害等の権利侵害に関する未

然の防止・早期発見・早期解決に向け、関係機関や支援者との権利擁護ネットワークの構築を行うとともに、法制度の

活用等による迅速かつ適切な対応を目指します。 

  ア                                                  養護者

による高齢者虐待に関する通報・相談・届出の受理等、高齢者虐待防止法及び「郡山市養護者による高齢者虐待対応

マニュアル」に基づく対応 

  イ            高齢者虐待の未然防止・早期発見に向けた研修会の実施等による普及・啓発 

ウ             成年後見制度利用促進に向けた制度の普及・啓発、一次相談窓口としての相談支援対応、

成年後見等申立てに関する支援及び二次相談窓口である郡山市成年後見支援センター(中核機関)との連携 

エ 警察署や郡山市消費生活センターとの連携等、消費者被害への防止と対応に向けた取り組み 

（８）高齢者の権利擁護の推進 

 高齢者が、地域で安心して尊厳ある生活を行うことができるよう、関係機関との連携を図りながら、高齢者虐待や消費

者被害等の早期発見・早期対応に努めるなど、権利侵害の予防や対応を行います。また、高齢者虐待防止についての啓発

に努めます。 

                                                   

                                                    

                                                    

                                                    

                      

ア 高齢者の虐待防止への取り組みと「郡山市養護者による高齢者虐待対応マニュアル」に基づいた虐待への対応    

                                                      

            

イ 成年後見制度利用の推進                                        

ウ 消費者被害の防止及び対応                                         

                                                  

                                               

 



改正後（令和８年度） 改正前（令和７年度） 
（９）基幹型地域包括支援センターによる各地域包括支援センターへの支援強化 

    （略） 

  ア （略） 

  イ 定期的な役員会、事務連絡会議、各種専門部会・委員会等の開催 

  ウ                 各地域包括支援センター間の総合調整及び地域ケア会議等への後方支援の実施 

（９）基幹型地域包括支援センターによる各地域包括支援センターへの支援強化 

    （略） 

  ア （略） 

  イ 定期的な    事務連絡会議、各種専門部会・委員会等の開催 

  ウ 基幹型地域包括支援センターによる各地域包括支援センター間の総合調整及び地域ケア会議等への後方支援の実施 

（10）東日本大震災における避難者等への支援、その他災害における被災高齢者等への支援 

    市内で避難生活を  送る高齢者等に対する支援を、引き続き避難元自治体･関係機関等と連携して行います。また、

各種災害等における被災高齢者等に対する支援を関係機関等と連携して行います。 

（10）東日本大震災における避難者等への支援、その他災害における被災高齢者等への支援 

    市内で避難生活をおく る高齢者等に対する支援を、引き続き避難元自治体･関係機関等と連携して行います。また、

各 災害等における被災高齢者等に対する支援を関係機関等と連携して行います。 

（11）災害時等における相談支援体制の確保 

    自然災害   や感染症等の発生により 地域包括支援センターの運営が困難となった場合等においても相談支援体

制を確保するため、地域包括支援センター間で協力します。 

   ア 指定介護予防支援事業や総合相談業務等に関する業務継続計画(ＢＣＰ)の作成 

   イ 災害発生時における安定的な相談支援体制の構築のため、郡山市業務継続計画との整合性を持たせたＢＣＰの継続的

な見直し・改善 

（11）災害時等における相談支援体制の確保 

      災害発生時や感染症等の発生によりで地域包括支援センターの運営が困難となった場合等においても相談支援体制

を確保するため、地域包括支援センター間で協力します。 

                                         

                                                          

                

８ その他 ８ その他 
 （１）～（２） （略） （１）～（２） （略） 
  （３）カスタマーハラスメントを含めた苦情等への対応       

                                                  

                                                   

           

市民等からの暴行、脅迫、ひどい暴言及び不当な要求等の著しい迷惑行為への防止対策の推進や苦情等へ適切

な対応体制の構築に努めます。 

  ア 基本方針の策定、業務範囲の適切な理解の促進 

  イ 職員等への研修の実施 

  ウ 録音等による記録の管理 

  エ 地域包括ケア推進課への報告 

  （３）              苦情等  対応体制について 

地域包括支援センターにおいて苦情等が寄せられた場合や、カスタマー・ハラスメントが発生した場合には適切

に対応し、その内容等を記録します。職員間で再発防止策等を共有するとともに、必要に応じて速やかに地域包括

ケア推進課に報告します。 

                                                   

             

                         

              

               

                  

（４）ＩＣＴ 活用  を含めた業務効率化の推進 

                                                  

                     

オンライン相談や音声入力による記録作成等のＩＣＴ活用に向け、福島県や郡山市が実施する業務負担軽減を

目的とした各種支援事業を利用・検討するとともに、地域包括支援センター間での情報共有・適切な連携ネット

ワークの確保を含めた地域包括支援センター業務の効率化の推進を目指します。 

 

（４）ＩＣＴの活用推進             

地域包括支援センター間での情報共有の迅速化を図るとともに適切な連携を確保するため、オンラインを活用し

た相談対応等、ＩＣＴの活用を推進します。 

                                                   

                                                    

                                     

 



 

郡山市基幹型地域包括支援センター運営方針（案） 

 

１ 基幹型地域包括支援センター設置の目的 

地域包括支援センター（以下「地域包括」という。）の目的達成に向け、各地域包括間の総

合調整や助言指導・後方支援等を行う市直営の基幹型地域包括支援センター（以下「基幹包

括」という。）を地域包括ケア推進課内に設置する。 

 

２ 基幹包括の役割（位置付け） 

 (1)基幹包括は、直接の担当圏域を持たず、各地域包括の統括、総合調整、後方支援、各地域

包括及び関係機関との連携強化業務に重点的に取り組む。 

 (2)基幹包括は、地域包括の業務が、郡山市の高齢者施策全般及び他の関連施策と結びつく

よう、必要な調整及び支援を行う。 

 

３ 業務の実施方針 

 (1)総合相談支援業務 

  ア 地域包括の業務全般を効果的かつ円滑に運営できるよう総合調整、助言、指導を行う。 

  イ 地域の特性や課題を把握し、当該地域を担当する地域包括の役割や課題解決に向けた

施策を計画的に展開していくよう支援する。 

  ウ 災害等が発生した場合等においても、業務が継続できるよう、各地域包括の業務体制

について必要な連絡調整を図る。 

  エ 地域包括が抱える「困難事例」に対する支援を行う。 

  オ 地域包括の相談支援業務を円滑に進めるため、多職種協働による「地域包括支援ネッ

トワーク」が構築されるよう、公的機関及び地域の保健・福祉・医療サービスやボラン

ティア活動団体等の関係団体と連携を図る。 

 

 (2)権利擁護業務 

  ア 高齢者虐待防止法及び「郡山市養護者による高齢者虐待対応マニュアル」に基づき、地

域包括及び関係機関と連携を図りながら高齢者等への虐待対応を行う。 

  イ 郡山市成年後見支援センター等の関係機関と連携しながら、成年後見制度の利用促進

を図る。 

  ウ 警察、消費生活センター等との関係機関と連携しながら、高齢者の消費者被害の防止

に努める 

 

 (3)認知症総合支援業務 

   基幹包括及び各地域包括に配置している認知症地域支援推進員が中心となり、「共生社会

の実現を推進するための認知症基本法」の趣旨を踏まえて、認知症施策の各種事業に取り

組む。 

 

 

資料３－① 



 

(4)在宅医療・介護連携支援業務 

ア 医療と介護を一体的・効果的に提供していくため、郡山市在宅医療・介護連携支援セン 

ターを中心とした医療と介護の連携とサービス提供体制の構築ができるよう支援する。 

イ エンディングノート等を活用したＡＣＰ（人生会議）の周知啓発。 

 

(5)地域ケア会議関係業務 

 地域ケア個別会議、地域ケア圏域会議の適切な開催に向け、地域課題の把握や課題分析 

への助言、地域の関係機関との連携支援等を行う。 

 

(6)介護予防に係る周知・啓発 

介護予防に関する各種事業の周知・啓発を行う。 

 

(7)その他の支援 

ア 介護支援専門員等へのサポート 

   介護支援専門員等が包括的・継続的ケアマネジメントを実践できるよう、介護支援専門 

員等への相談に対応し、必要な助言・指導を行う。 

イ 地域包括職員等の人材育成 

「地域包括支援センター連絡協議会」と連携しながら機能強化研修等を実施し、地域包括

職員の人材育成、能力向上に努める。また、介護支援専門員等関係機関職員の人材育成の

ため、研修会等を開催する。 

ウ 地域包括の安定的・継続的な運営に向けた支援 

   地域包括が実施する事業評価の結果に基づき、包括的支援事業等の運営に関する点検・ 

評価を行う。また、事業評価の結果を活用し、地域包括ごとの強みや課題等を把握・分析 

し、各地域包括の業務改善を図り機能向上につなげる。 

エ 周知啓発 

   地域包括が、地域で生活する高齢者やその家族等の身近な相談機関として、円滑な利用 

やその取り組みに対する住民の理解が得られるよう周知を行う。 

 



 郡山市基幹型地域包括支援センター運営方針改正案（抜粋） 

 

改正後（令和８年度） 改正前（令和７年度） 

１～２ （略） １～２ （略） 

３ 業務の実施方針 ３ 業務の実施方針 

(1) (略) (1) (略) 

(2)権利擁護業務 

  ア 高齢者虐待防止法及び「郡山市養護者による高齢者虐待対応マニュアル」に基づき、地域包括及び関係機関と連携を図

りながら高齢者等への虐待対応を行う。 

  イ～ウ (略) 

(2)権利擁護業務 

  ア           「郡山市養護者による高齢者虐待対応マニュアル」に基づき、地域包括及び関係機関と連携を図

りながら高齢者等への虐待対応を行う。 

  イ～ウ (略) 

(3)認知症総合支援業務 

   基幹包括及び各地域包括に配置している認知症地域支援推進員が中心となり、「共生社会の実現を推進するための認知症 

基本法」の趣旨を踏まえて、認知症施策の各種事業                  に取り組む。 

(3)認知症総合支援業務 

   基幹包括及び各地域包括に配置している認知症地域支援推進員が中心となり、「共生社会の実現を推進するための認知症 

基本法」の趣旨を踏まえて、認知症施策の各種事業を取り組むことができるよう支援する。       

(4)～(6) (略) (4)～(6) (略) 

(7)その他の支援 

 ア (略) 

 イ      地域包括職員等の人材育成 

                  「地域包括支援センター連絡協議会」と連携し ながら機能強化研修等

を実施   し、地域包括職員の人材育成、能力向上に努める。また、介護支援専門員等関係機関職員の人材育

成のため、研修会等を開催する。 

ウ 地域包括の安定的・継続的な運営に            向けた支援 

                                                   

          

地域包括が実施する事業評価の結果に基づき、包括的支援事業等の運営に関する点検・評価を行う。また、事業 

評価の結果を活用し、地域包括ごとの強みや課題等を把握・分析し、各地域包括の業務改善を図り機能向上につ

なげる。 

  エ 周知啓発 

    地域包括が、地域で生活する高齢者やその家族等の身近な相談機関として、円滑な利用やその取り組みに対する 

住民の理解が得られるよう         周知を行う。 

 

(7)その他の支援 

 ア (略) 

 イ 関係機関等    職員 の人材育成 

地域包括職員の人材育成に努めるため、「地域包括支援センター連絡協議会」と連携し、   機能強化研修等

を実施する。                      また、介護支援専門員等関係機関職員の人材育成

のため、研修会等を開催する。 

ウ 地域包括の        運営にかかる事業評価に基づく支援      

地域包括の運営が安定的・継続的に行われることを目的に、運営や活動に対する自己評価を求め、評価に基づき  

助言・指導を行う。 

                                                   

                                                   

     

エ 周知啓発 

    地域包括が、地域で生活する高齢者やその家族等の身近な相談機関として、円滑な利用やその取り組みに対する 

住民の理解が得られるよう、地域包括に関する周知を行う。 

資料３-② 



「訪問型サービス・活動Ｂ」の創出について 2026(R8)/1/26
地域包括支援センター運営協議会

１ 介護予防・日常生活支援総合事業における「サービス・活動事業」の分類

地域住民

２ 郡山市版「訪問型サービス・活動Ｂ」実施体制

ボランティア

地域の事業所

調理 掃除 洗濯 買い物支援

利用料支払い（利用料の額は実施団体において決定）

ケアマネジメント実施 運営費の一部を助成

上限：18万円/年
※実施団体ごとに最低１名は
要支援認定者または事業対象
者が含まれることが必要

サービス利用者
（要支援認定者等）

実施団体
（３名以上）

地域包括
支援センター

郡山市

入浴介助 体位交換

ケアマネジメント費支払い

4,420円/件

訪問型サービス・活動Ｂの創出 ①介護人材の有効活用 ②高齢者の社会参加・介護予防 ③社会保障費の圧縮

訪　問 通　所 訪　問 通　所 訪　問 通　所 訪　問 通　所

実施主体 多様な主体 ー

サービス提供者
訪問介護員
（有資格者）

通所介護事業者の従業者
（有資格者）

主に訪問介護員
（無資格者も可）

主に通所介護事業者の従
業者（無資格者も可）

地域住民・
ボランティア等

主な対象者
要支援認定者・
事業対象者等

ー

実施基準

サービス内容
・見守り援助
・掃除買い物
・移動支援

・運動
・生涯学習
・社会参加
・入浴食事

・見守り援助
・掃除
・調理
・買い物付添い

・運動
・生涯学習
・社会参加
・入浴食事

・移動支援 ー

本市実施状況 〇 〇 △ 〇 × →　〇 × △ × × ー

自治体・保健医療の専門団体

要支援認定者・事業対象者

・短期集中的な運動指導や講義

国が定める 市町村が定める

介護サービス事業者等

要支援認定者・事業対象者

旧介護予防サービスと同様

介護サービス事業者等

要支援認定者・事業対象者

多様な主体

要支援認定者・事業対象者等

地域住民・ボランティア等 保健師・リハ専門職等

従前相当サービス

サービス・活動Ａ サービス・活動Ｂ サービス・活動Ｃ サービス・活動Ｄ

多様なサービス

訪　問 通　所

３ 参入団体

団体名 主なサービス内容 活動エリア 参入時期

1 緑ケ丘東一丁目お助け隊 庭作業・家具移動・ＰＣ操作・小修理 緑ケ丘東一丁目 2025(R7)年10月23日（活動中）

2 東部せでって 買い物支援 舞木・あぶくま台・白岩西部・（阿久津） 2026(R8)年４月（予定）

3 （すず薬局かおりやま店） 家事援助全般・スマホ指導 長者・虎丸・並木・桜木　など 未　　定

4 （郡山医療生活協同組合） 買い物支援 桑野 未　　定

さらなる拡充が必要

資料４


